
家畜保健衛生所たより

【概要】

○家きん 現在、近隣の茨城、埼玉をはじめ佐賀、鹿児島

4県で発生（約18万羽が殺処分）

○野 鳥 12月5日現在、1都1道9県で45件が確認

過去最多となった昨シーズンと同様なペースで確認

令和5年度 第13号 令和5年12月6日
山梨県東部家畜保健衛生所

予防対策は鶏舎へウイルスを入れない

異常をみつけた場合には直ちに山梨県東部家畜保健衛生所まで

電話・・・055-262-3166     FAX・・・055-262-3108
夜間、土日・休日の連絡は・・・090-5535-8005・090-5544-7868

国内での高病原性鳥インフルエンザ
の発生リスクが非常に高くなっています！

農場へのウイルス侵入に最大限の対策を！！





国内での家きん・野鳥の発生・確認状況

令和５年度 令和４年度

１家きんでの発生状況

２ 野鳥での確認状況

令和４年度 26道府県84事例 約1,771万羽が
殺処分対象

これまで発生がなかった6県（福島、鳥取、
山形、沖縄、長崎、群馬）でも発生

令和5年度 1都1道9県45事例 令和4年度 28道県242事例


